
〔平成２３年１０月発行〕

〔第１版〕

平平成成 2244 年年度度

保保育育園園入入園園のの案案内内
この案内には、保育園入園申込みに関する手続きや必要な書類などについて、重要なことが記載されています。

窓口では、入園についての概要を説明しておりますが、必ずこの案内の内容をすべてお読みいただいたうえで、

必要な手続きを行ってください。                               

※ この案内は、入園後も大切に保管してください。

【通常受付 （各窓口共通）】

８：３０～１７：１５（土・日・祝日・休日は除く）

【特別受付 （練馬区役所本庁舎１０F 保育課 入園相談係窓口のみ）】

時間延長 平成２３年１２月 １日（木）～１２月１６日（金）⇒８：３０～２０：００ （土・日を除く）

休日窓口  平成２３年１２月１０日（土） ・ １１日（日）⇒９：００～１７：００

●練馬区ホームページアドレス（保育園情報）http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shussan/hoikuen/

                              （ホームページから申請書等のダウンロードが可能です。）

●例年、１２月は窓口・電話が大変混雑します。ご了承ください。

【申込み・問い合わせはこちらへ】

☆練馬区役所 保育課 入園相談係 （練馬区役所本庁舎１０F）

〒１７６－８５０１ 練馬区豊玉北６－１２－１  TEL：０３－５９８４－５８４８（直通）

  ・郵送提出の場合は上記住所宛にお願いします。締切日必着です。

【以下の福祉事務所でも申込みができます （問い合わせは入園相談係へ）】

☆光が丘総合福祉事務所 相談係 （光が丘区民センター２F）

練馬区光が丘２－９－６    TEL：５９９７－７７１４

☆石神井総合福祉事務所 相談係  （石神井庁舎３F）

練馬区石神井町３－３０－２６  TEL：５３９３－２８０２

☆大泉総合福祉事務所 相談係  （大泉学園ゆめりあⅠ ４F）

練馬区東大泉１－２９－１   TEL：５９０５－５２６３
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◆ 保 育 園 とは

ご家庭でお子様を十分に保育できないときに､保護者に代わって保育する、児童福祉法に基づく

福祉施設です。

● 家 庭 で保 育 できないときとは

○ 保護者が働いている場合（家事や育児は含みません。育児休業中の取扱いはＰ.９参照）

○ 保護者が病気の場合、または保護者の心身に障害がある場合

○ 保護者が長期にわたり病人や心身障害者等を介護している場合

○ 保護者が出産する場合（出産月とその前後２か月が対象）

○ その他、保護者が保育できない事情がある場合

※ 集団生活を経験させたいなどの理由は該当しません。

◆ 入 園までの流れ

入園の申込み

○ 申込締切日までに受理したものが選考の対象です。申込締切日は、入園月に対して設定

されていますので、申込みの際には必ずご確認ください。（Ｐ.４参照）

○ 心身に障害のある児童（中程度以下の障害）の受入れも行っていますが、健康面や発達面

の確認のため事前保育が必要です。（Ｐ.１３参照）

※ 申込書の有効期間は、申込書を提出した月の『６か月後』の選考までです。

審    査 ○ 提出された書類により、審査を行います。不明な点等は、必要に応じて調査を行います。

選 考 会 議

○ 入園は毎月１日付けで行い、月の途中での入園は行いません。

（３月は入所選考を行いません。）

○ 申込者数が欠員数を超えた場合は、保育指数と調整指数を合算した指数の高い児童から

入園を内定します。（Ｐ.３１～３３参照）

※ ただし、保 育 料 の滞 納 がある世 帯 は選 考 の際 不 利 になります。

入 園 内 定
○ 入園が内定した方には、 毎月２５日頃 電話で連絡します。

（ただし、４月入園については別途の方法になります｡Ｐ.４参照）

面   接

健 康 診 断

○ 内定した保育園で面接・健康診断を行います。

○ 入園月 1 日までに面接・健康診断ができない場合、内定取消しとなります。

○ 面接・健康診断で集団生活ができないと判断された場合は入園できません。（転園も同様）

   

入   園 ○ 保育所入所承諾書により、保育実施期間・保育料などをお知らせします。

※ 入園できない場合

○ 入園希望月（希望する最初の月）の上旬に『保育所入所不承諾通知書』（有効期間の記載あり）を送付

します。翌月以降(有効期間中)の不承諾通知書は、依頼があった場合発行します。

○ 有効期間内に欠員が生じた場合、入所選考の対象になります。

○ 入園希望翌月以降、選考結果についての連絡は、内定した方のみに電話で行います。

(４月入園についてはＰ.４参照)

○ 有効期間内に変更があった場合は、書類が必要です。（Ｐ.１４参照）

○ 有効期間（６か月間）を経過し、引き続き入園希望される場合は、再度申込みが必要です。
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◆ 平 成２４年 度 保 育 実 施 年 齢 早 見 表

クラス 生年月日 クラス 生年月日

０歳児 ０歳児早見表参照 ３歳児
Ｈ２０. ４. ２ ～ Ｈ２１. ４. １

（２００８．４．２～２００９．４．１）

１歳児
Ｈ２２. ４. ２ ～ Ｈ２３. ４. １

（２０１０．４．２～２０１１．４．１）
４歳児

Ｈ１９. ４. ２ ～ Ｈ２０. ４. １

（２００７．４．２～２００８．４．１）

２歳児
Ｈ２１. ４. ２ ～ Ｈ２２. ４. １

（２００９．４．２～２０１０．４．１）
５歳児

Ｈ１８． ４. ２ ～ Ｈ１９. ４. １

（２００６．４．２～２００７．４．１）

    ０歳 児 早 見 表   （ 生 年 月 日 ）

入園月 産休明け児 １００日以上児 ６か月以上児 ８か月以上児

H23．11 H23.7.25～H23.9.5 H23.3.3～H23.7.24 H23.5.2 以前生まれ H23.3.2 以前生まれ

H23．12 H23.8.24～H23.10.5 H23.4.3～H23.8.23 H23.6.2 以前生まれ H23.4.2 以前生まれ

H24． 1 H23.9.24～H23.11.5 H23.5.3～H23.9.23 H23.7.2 以前生まれ H23.5.2 以前生まれ

H24． 2 H23.10.25～H23.12.6 H23.6.3～H23.10.24 H23.8.2 以前生まれ H23.6.2 以前生まれ

H24． 3 選考はありません。（平成 24 年 3 月までは、平成 23 年度です。）

H24． 4 H23.12.24～H24.2.4 H23.8.3～H23.12.23 H23.10.2 以前生まれ H23.8.2 以前生まれ

H24． 5 H24.1.23～H24.3.5 H23.9.3～H24.1.22 H23.11.2 以前生まれ H23.9.2 以前生まれ

H24． 6 H24.2.23～H24.4.5 H23.10.3～H24.2.22 H23.12.2 以前生まれ H23.10.2 以前生まれ

H24． 7 H24.3.24～H24.5.5 H23.11.3～H24.3.23 H24.1.2 以前生まれ H23.11.2 以前生まれ

H24． 8 H24.4.24～H24.6.5 H23.12.3～H24.4.23 H24.2.2 以前生まれ H23.12.2 以前生まれ

H24． 9 H24.5.25～H24.7.6 H24.1.3～H24.5.24 H24.3.2 以前生まれ H24.1.2 以前生まれ

H24．10 H24.6.24～H24.8.5 H24.2.3～H24.6.23 H24.4.2 以前生まれ H24.2.2 以前生まれ

H24．11 H24.7.25～H24.9.5 H24.3.3～H24.7.24 H24.5.2 以前生まれ H24.3.2 以前生まれ

H24．12 H24.8.24～H24.10.5 H24.4.3～H24.8.23 H24.6.2 以前生まれ H24.4.2 以前生まれ

H25． 1 H24.9.24～H24.11.5 H24.5.3～H24.9.23 H24.7.2 以前生まれ H24.5.2 以前生まれ

H25． 2 H24.10.25～H24.12.6 H24.6.3～H24.10.24 H24.8.2 以前生まれ H24.6.2 以前生まれ

※ ０歳児クラスは、入園時点での日齢、または月齢となります。1 歳以上は学齢と同じです。

・産休明け児・・・・生まれた日を加えて 58 日目からの児童

・100 日以上児・・・生まれた日を加えて 101 日目からの児童

※ 「～以前」とは、その日を含みます。

   （例） Ｈ24.8.2 以前生まれ ⇒ Ｈ24.8.2 生まれも含む
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◆ 平 成２４年４月 入 園 児 募 集 日 程

１次選考受付
平成２３年１０月 ３日（月）～平成２３年１２月１６日（金）

※ 平成２３年１２月１日以降に生まれた児童で、０歳１００日以上児クラスの

締切は平成２３年１２月２８日（水）になります。

障害児保育 平成２３年１０月 ３日（月）～平成２３年１２月 ２日（金）

産休明け保育 平成２３年１２月２６日（月）～平成２４年 ２月 ７日（火）

１次選考内定発表 平成２４年 ２月２１日（火） 《予 定 》選 考 対 象 の方 全 員 へ通 知 発 送

２次選考受付 平成２３年１２月１９日（月）～平成２４年 ２月２９日（水）

２次選考内定発表 平成２４年 ３月１４日（水） 《予 定 》内 定 した方 のみに通 知 発 送

※ 1 次 選 考 後 、欠 員 があれば、2 次 選 考 を行 います。

☆ 平 成 ２３年 分 税 書 類 の提 出 期 限 （４月 入 所 希 望 者 ）

平成２３年分 源 泉 徴 収 票 のみの世 帯 平成２４年１月３１日（火）

平成２３年分 確 定 申 告 をする世 帯 平成２４年３月１６日（金）

※ 保護者の方全員の書類を揃えて、期限までにご提出ください。

◆ 申 込 締 切 日（欠 員があれば選 考を行います）
入 園 月 申込締切日

２３年１１月 平成  ２ ３ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 （金）

２３年１２月 平成  ２ ３ 年 １ １ 月 １ ５ 日 （火）

２４年 １月 平成  ２ ３ 年 １ ２ 月 ２ 日 （金）

※ 24 年 1 月入園後に転園希望する場合、2 月・4 月 1 次選考の申込締切日が、

入園前であるため、24 年 4 月 2 次選考以降対象になります。

２４年 ２月 平成 ２ ３ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 （金）

※ 24 年 2 月入園後に転園希望する場合、4 月 1 次選考の申込締切日が、

入園前であるため、24 年 4 月 2 次選考以降対象になります。

※１月・２月の障害児

保育の入園選考は

行いません。

２４年 ３月 入園選考は行いません（障害児保育を含む）

２４年 ４月 平 成 ２４年 ４月 入 園 児 募 集 日 程 をご覧 ください。

２４年 ５月 平成  ２ ４ 年 ４ 月 １ ０ 日 （火）

２４年 ６月 平成  ２ ４ 年 ５ 月 １ ０ 日 （木）

２４年 ７月 平成  ２ ４ 年 ６ 月 １ １ 日 （月）

２４年 ８月 平成  ２ ４ 年 ７ 月 １ ０ 日 （火）

２４年 ９月 平成  ２ ４ 年 ８ 月 １ ０ 日 （金）

２４年１０月 平成  ２ ４ 年 ９ 月 １ ０ 日 （月）

２４年１１月 平成  ２ ４ 年 １ ０ 月 １ ０ 日 （水）

２４年１２月 平成  ２ ４ 年 １ １ 月 ９ 日 （金）

※ 郵送による申込みも受け付けていますが、申込締切日までに保育課に届いたものが有効です。

    余裕をもってお申込みください。（FAX ・メールでの書類提出は一切受け付けません。）
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◆ 申 込みに必 要な書 類

【１】  保 育 所 入 所 ・転 園 申 込 書

【２】  エントリーシート（保 育 課 提 出 用 ）

【３】  保 護 者 が保 育 できない状 況 を証 明 するための書 類

【４】  税 に関 する書 類

【５】  その他 の必 要 書 類

【１】 保 育 所 入 所 ・転 園 申 込 書

○ 入所・転園申込書は以下の①～④の A４サイズ５ページの書類で一組です。

① 入 所 ・転 園 申 込 書

② 家 庭 状 況

③ 児 童 の状 況

④ 確 認 票

○ 区立保育園の延長保育（継続利用）を希望する方は、延長保育申込書が別途必要です。

【２】 エントリーシート（保 育 課 提 出 用 ）

○ 内容を読み、チェックをし、保育課提出用をご提出下さい。保護者控えは各自保管してください。

【３】 保 護 者 が保 育 できない状 況 を証 明 するための書 類

○ 保護者それぞれが下記の書類をご提出ください。提出のない場合、選考時は保育実施基準表（Ｐ.３１）の『求職

未定』と同等の扱い（低い指数）になります。

保 護 者 の状 況 必 要 な書 類

就労している方

（就労予定の方）

※育児休業中の方（Ｐ.９参照）と就

労が内定している方を含む。

・就労（予定）証明書 （区の様式）

・労働契約の日数時間を満たす実績を確認できる書類

（就労証明書に実績記載がある方を除く）

出産予定の方

（出産後の方も含む）

・母子健康手帳の出産（分娩）予定日記載ページのコピー

・出産後の方は、出産日記載ページのコピー

通学している方

(予定を含む・通信教育を除く)

（２点の書類提出が必要です。）

・在学証明書（合格通知書、入学許可証等）のコピー

・時間割等スケジュールがわかるもののコピー

病気や障害がある方 ・診断書、障害者手帳等のコピー

介護をしている方

（２点の書類提出が必要です。）

・介護状況申告書 （区の様式）

・被介護者の診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証等のコピー

提出書類と事実に相違があった場合、入園（内定）を取消す場合があります。
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※ 月１２日未満の就労・介護・就学は、保育実施基準表（Ｐ．３１）の『求職未定』と同等の扱いになります。

ボランティア活動は、『求職未定』と同等の扱いになります。

※ 就労の方は、勤務実績による指数認定をしますので、勤務実績が確認できない場合は、選考上不利（就労内

定として認定や、減点の調整指数が付加等）になります。

※ 締切日前後に転職予定がある場合、転職後の就労証明書が必要な場合等がありますので、早めにご相談くだ

さい。

※ 保育できない状況が複数ある場合は、それぞれ書類の提出が必要です。詳しくは保育課にお問い合わせ

ください。

※ 病気や介護を理由に再申込みをする場合は、症状が変わらず前回提出した診断書の発行日が再申込み日か

ら１年以内であれば、通院を確認できるもの（調剤報酬明細書、薬剤情報提供書等のコピー）の提出で、診断書

の提出を省略することができます。調剤報酬明細書、薬剤情報提供書は、受診日・調剤日、医療機関名、調剤

薬局名、診療・薬の内容、対象者氏名がわかるものをご提出ください。

【４】 税 に関 する書 類 （選考・保育料決定に使用します。保育料の算定方法は、Ｐ．２７～２８参照）

○ 保護者それぞれが下記の書類をご提出ください。

○ 生活保護受給世帯は、生活保護受給証明書のコピーのみご提出ください。

○ 父母が非課税の時に祖父母の書類が必要になる場合があります。

○ 平成２４年４月入所希望者の提出期限は例月と異なります。Ｐ.４をご覧ください。

○ 在園児がいる場合、保育料調査における注意点がありますので、P.２５をお読みください。

○ e-Tax（電子申告）で確定申告された方は、確定申告書と受信通知を印刷してご提出ください。

【必ずいずれかの提出が必要です】

　　　給与所得のみで確定申告をしない 平成23・（22）年分　源泉徴収票

　　　確定申告をする 平成23・（22）年分　確定申告書の本人控

　　　収入があって源泉徴収票または 平成23・（22）年分
　　　確定申告書のいずれも提出できない 　収入・無収入申告書

　※記載する内容（収入額・控除額等）の
　　証明となる書類も添付してください。

【状況により必要な書類があります（下図のとおり）】

H23・（22）年度住民税（非）課税証明書または納税通知書

H23・（22）年度固定資産税課税証明書または納税通知書

　※　住民税の申告をしていない方は、平成23（22）年1月1日に住民登録のあった市区町村で申告してください。

H23・（22）年の所得税額が3,000円未満　または、
H23・（22）年度住民税のみ課税されている世帯

　源泉徴収票＋収入・無収入申告書
　　　　　　　　　　（無収入期間を申告書に記載）

　全勤務先の源泉徴収票

状　　況 提出する書類（いずれもコピー可）

H23・（22）年の所得税が非課税の世帯　であり、
H23・（22）.1.1に練馬区に住民登録されていない方

源
泉
徴
収
票

提
出
の
方

　　中途就退職がある
　　（無収入の期間がある）

　　転職し年末調整していない
　　※この場合、確定申告をお勧めします

　　　収入が全くなかった

※24年4月までの入園希望の場合、（ ）で示す、

　　　　　年・年度の税書類の提出が必要です。

保護者の収入形態 提出する書類（いずれもコピー可）
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【５】 その他 の必 要 書 類

※１ 同居には、二世帯住宅居住者や同一敷地内居住者（集合住宅を除く）を含みます。

※２ 区が、障害児保育が妥当と判断した場合は、心身状況表のご提出を依頼する場合があります。お子様の健康

状況に心配のある方は、保育課へ事前にご相談ください。

※３ 申込締切日時点で取得している育児休業の対象児童の育児休業給付金支給決定通知書のコピーをご提出く

ださい。

※４ 申込締切日時点で就労・就学期間が３か月、または１か月未満である場合、調整指数番号１９、２０番（Ｐ．３２）

の減点の対象になります。

ただし、転職・退職があったとしても、転職後が転職前と同等か、転職前よりも転職後の勤務日数・時間が短く

なっている場合は、減点の調整指数はつきません。

申込締切日前３か月以内に転職・退職した方は、その実績が確認できる書類として、転職・退職日以前３か月

の給与明細のコピーか、離職票のコピーをご提出ください。

世帯の状況 必要な書類

申込児童を、認可外保育施設等（幼稚園を含む）に預

けている方
・保育室等在園証明書（区の様式）

６５歳未満の祖父母が同居しているが、申込児童の保

育はできない場合 ※１

・保護者と同様に祖父母が保育できないことを証

明する書類（Ｐ.５参照）

（未婚・離婚手続きの済んでいる方） ・戸籍謄本等のコピー

ひとり親

家庭の世帯
（離婚を前提に別居中の方）

（２点の書類提出が必要です。）

・ひとり親であることの申立書（区の様式）

・離婚調停書類のコピー

申込児童および保護者以外の同居家族（３親等以内）

で、障害者手帳、愛の手帳等を所持している者がいる

場合

・障害者手帳、愛の手帳等のコピー

申込児童に障害がある場合 ※２

（２点の書類提出が必要です。）

・心身状況表（区の様式）

・障害者手帳、愛の手帳等のコピー(所持がある

場合のみ)

申込児童に病気（心臓疾患等）のある場合
・集団生活できるか判断するための診断書等

（必要な方にはご案内いたします。）

世帯に外国籍の方がいる場合 ・外国人登録証のコピー

転出予定先での入園を希望する方
・転出先住所・転入日の分かる書類

（賃貸借契約書・売買契約書等のコピー）

育児休業給付金を受けている方 ※３ ・育児休業給付金支給決定通知書のコピー

申込締切日前３か月以内に転職・退職された方 ※４

（いずれかの書類提出が必要です。）

・離職票のコピー

・転職・退職日および契約変更日以前３か月の給

与明細のコピー
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◆ 申 込 時の注 意 事 項

●申込みをするすべての方へ

【1】 希 望 園 の選 び方

○ 希望園は平成２４年４月選考から、１０園までになります。

○ 希望園は、利用したい順に通園可能な範囲内で、欠員や待機児童の有無にかかわらずご記入ください。

○ 入園は保育指数と調整指数を合算し、指数の高い児童から決定します（Ｐ.３１～３３参照）ので、希望順位は

選考に影響ありません。

○ 保育園の空き状況は原則として毎月１日と１０日に更新します。

（平成２４年４月から更新日は変更予定です。）

【２】 転 園 申 込 み時 の注 意 事 項

○ 転園が内定した場合、転園の取消しはできません。

○ 児童が納得しない、転園先で延長保育が受けられない等、いかなる理由があっても元の園には

戻れません。

○ １月・２月入園後に転園希望される場合、４月２次選考以降対象です。

（Ｐ.４ 申込締切日をご確認ください。）

※ 保育園は見学することができます。見学をご希望される場合は、直接保育園にお問い合わせください。

※ （私）神の教会分園、（私）マーガレット分園、（私）大泉にじのいろ分園は、３歳以降それぞれ本園へ通

園することになります。（他の保育園を希望する場合は、転園の申込みが必要です。）

（私）神の教会分園（いずみ保育園） → （私）神の教会保育園

（私）マーガレット分園 → （私）マーガレット保育園

（私）大泉にじのいろ分園（上石神井にじのいろ保育園） → （私）大泉にじのいろ保育園

※ 申込後に転園の意思確認は行いません。

※ 転園申込み後に転園の意思がなくなった場合は、直ちに申込取下げ書をご提出ください。

※ 転園の申込みは入園内定時点ではできません。入園後、申込締切日までにお申し込みください。
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●育児休業を取得されている（取得予定の）方へ

【１】 注意事項

○ 育児休業を取得中の場合、復職する月から入園選考の対象になります。

○ 育児休業の取得期間の終期により取り扱いが異なります。

取 得 期 間 の終 期 指 数 認 定 （Ｐ.３１～３２表参照）

入 園 希 望 月 の１４日 まで
『労 働 』で認 定

（調 整 指 数 番 号 ２２の減 算 なし）

入 園 希 望 月 の１５日 以 降
『労 働 』で認 定

（調 整 指 数 番 号 ２２の減 算 あり）

入 園 でき次 第 復 職 『就 労 内 定 』での認 定

○ １５日までに復職する予定にて入園が決定した方が、１６日以降に復職することとなった場合には、選考時の

指数と異なる状況になるため、翌月１日付けで解除（退園）となる場合があります。

復職せずに退職・転職をした場合、入園月中に復職しない場合も同様です。

○ 入園でき次第復職する場合（育児休業取得中に、復職する以前の月から入園希望する場合）には就労（予

定）証明書の、「勤務者が、児童の入所ができ次第、育児休業を切り上げて復職を希望する場合」の復職可の

□にチェックが必要です。

【２】 育児休業給付金を受けている方へ

○ 申込締切日時点で育児休業で、当該期間内に育児休業給付金を受けている（受けていた）方は、調整指数番

号３０番（Ｐ.３２表参照）の加算の対象になることがありますので、育児休業給付金支給決定通知書のコピーを

ご提出ください。
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●育児時間・育児短時間勤務等を取得されている（取得予定の）方へ

○ 育児時間・育児短時間勤務の取得期間の終期により、選考の指数の取扱いが異なります。

○ 平成２４年４月選考から育児時間・育児短時間勤務の取扱いが変更になります。該当する方は以下

【１】および【２】をお読みください。

【１】 平成２４年２月入所まで

取 得 期 間 の終 期 指 数 認 定

入 園 を希 望 する月 の属 する

年 度 末 （平 成 24 年 3 月 31 日 ）まで
正 規 の契 約 時 間 で認 定

入 園 を希 望 する月 の属 する

年 度 を超 える（平 成 24 年 4 月 1 日 以 降 ）
短 縮 された勤 務 時 間 で認 定

終 期 が未 定 短 縮 された勤 務 時 間 で認 定

○ 平成２３年４月から平成２４年２月までに認可保育園に入園された児童のいる世帯へ

育児短時間勤務を年度末まで（平成２４年３月３１日まで）の取得であった方が、年度を超えて取得される場

合、もしくは終期が未定となる場合、上記の表の取扱いにより、退園となる場合があります。

【２】 平成２４年４月入所から

育児短時間勤務の取得が、申込児童が満 3 歳（3 歳の誕生日の前日）を超えない範囲の中であり、かつ、

その後は正規の勤務日数および時間に戻る方は、契約時間で指数認定をします。

満 3 歳の誕生日以降も育児短時間勤務を取得する方は、短縮した勤務時間で指数認定します。

契約時間で指数認定する場合とは、短縮後の勤務時間が 1 日６時間以上ある場合とし、勤務日数の短縮

についてはこれを認めません。

正規の勤務日数および時間に戻ることを条件に、復職と同時に育児短時間勤務を取得され、入園した方に

ついては、保育実施期間は最長でお子様の満 3 歳誕生月の翌月末までとなります（1 日生まれのお子様の保

育実施期間は当月末までです）。指定する期限までに、就労証明書（区の様式）または育児短時間勤務終了

証明書（区の様式）の書類提出後、正規の勤務日数および時間に戻ったことが確認できた場合には、保育実

施期間が小学校就学前までに延長になります。提出期限までに書類提出がない、または、満 3 歳（3 歳の誕

生日の前日）を超えて育児短時間勤務を取得し続けていたときは、退園になる場合があります。

平 成 ２４年 ４月 選 考 から

取 得 期 間 の終 期 指 数 認 定

申込児童が満 3 歳（3 歳の誕生日の前日）まで 正 規 の契 約 時 間 で認 定

申込児童が満 3 歳（3 歳の誕生日の当日）以降 短 縮 された勤 務 時 間 で認 定

終 期 が未 定 短 縮 された勤 務 時 間 で認 定
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【注意】

平成２３年４月から平成２４年２月に入所された方がいる世帯で、そのきょうだいの申込みをする場合

に平成２４年４月以降も引続き育児短時間勤務を取得する場合は、在園児童が退園になる場合があり

ます。



●練馬区外の保育園を希望する練馬区民の方へ

【１】 申込先・申込方法

○ 練馬区外の保育園希望の場合、申込締切日や必要書類が異なります。希望する保育園がある自治体に締切

日等を確認のうえ、練馬区の窓口へ希望自治体の申込締切日６日前（必着） までにご提出ください。

○ 年齢等によっては区外在住者の受入れを制限している場合がありますので、申込みの可否については希望自

治体に必ずご確認ください。

○ 区外保育園を希望する方も練馬区内に住民票がある場合、書類の提出先は練馬区となります。また、書類の

様式は原則、区の様式になります。

【２】 練 馬 区 外 へ転 出 予 定 の方 のお申 込 みについて

○ 区外へ転出予定の方で区外保育園を希望する方は転出先の住居に関する売買契約書または賃貸契約書等

のコピーが求められることがあります。また、転出後は転出先の自治体で改めて申込みをする必要があります

ので、転出後は速やかに手続きをしてください。

【３】 練 馬 区 内 の認 可 保 育 園 に在 園 中 の方 へ

○ 区外への転出予定の方で、区外保育園へ入れなかった場合、現在通園中の認可保育園に引き続き通う場合

には、転出前に退園（継続通園）届（区の様式）をご提出ください。転出後は転出先の自治体で速やかに保育園

継続通園の手続きをしてください。

●練馬区内の保育園を希望する区外在住の方へ

【１】 申込みの制限について

○ 練馬区へ転入予定がない方のお申込みについて、一定の申込制限を設けていますので、お問い合わせくださ

い。

【２】 練馬区へ転入予定がある方のお申込みについて

○ 転入予定住所・転入予定日のわかる住居に関する「売買契約書」または「賃貸契約書」等のコピーが必要とな

ります。

○ 練馬区に転入予定で申込みされた方は、練馬区に住民登録された後、練馬区で入園の手続きが必要です。

手続きが確認できない場合、内定が取消しになることがあります。

【３】 申込先・申込方法

○ 現在、練馬区外に住民登録があり、練馬区への転入予定や、勤務先・お住まいが練馬区に近いなどの理由で、

練馬区内の保育園を希望する場合は、住民登録がある自治体の保育園入園担当窓口に練馬区の締切日の６

日前（必着）までにご提出ください。

○ 申込みの様式は、原則、住民登録がある自治体の様式を使用してください。練馬区独自に提出を依頼させて

いただく場合には練馬区の書類を使用していただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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●申込書の有効期間が切れ、再申込みする方へ

申込書の有効期間は、申込日の翌月から数えて『６か月後』の選考までです。選考希望月は有効期間に影響し

ません。

（例）１０月に申込書提出→有効期限は４月入園の選考まで。

      １１月に申込書提出→有効期限は５月入園の選考まで。

有効期限後も選考希望のある場合、再申込みが必要です。再申込みする場合、就労証明書や税書類等、原則

申込みに必要な書類をすべて再度提出する必要があります。（Ｐ.５～７参照）

●労働契約変更・就学条件の変更（転職等の場合を含む）があった場合で、

新たな条件での就労・就学期間が申込締切日で１か月（３か月）未満の方へ
   

○ 申込締切日時点で、労働・就学等の実績が１か月未満の方は、調整指数番号１９番（P.３２）に基づき保育実

施基準表（Ｐ．３１）の保育指数から３点減算いたします。同様に、労働・就学等の実績が３か月未満の方は、調

整指数番号２０番に基づき保育実施基準表の保育指数から１点減算いたします。

   ○ 転職や契約内容の変更で、転職後の契約と転職前の契約または契約内容の変更が保育実施基準表と同一

階層もしくは指数が下がる場合には、減算はありません。（下図参照）

   ○ 間を空けずに転職された方は、離職票のコピーまたは退職日以前３か月分の給与明細のコピー等を提出し転

職後も同等の勤務内容が継続されていることが確認できる場合は減算にならないことがあります。

   ○ 調整指数番号２０番は、平成２４年５月入園の選考から適用します。

【ケース１】

１日８時間以上勤務、月２０日以上の正社員の方が、申込締切日の２か月前に、１日６時間以上勤務、月１６日

勤務の正社員の職業に転職した場合

３か月前      ２か月前      １か月前     申込締切日

                            転職

  月２０日以上 １日８時間の労働            月１６日以上 １日６時間の労働

            （指数 ４０）                           （指数 ３１）

⇒指数は３１。

転職前と転職後で指数が下がる場合（４０→３１）には、１点の減算はありません。

【ケース２】

１日６時間以上勤務、月１６日以上の正社員の方が、申込締切日の２か月前に、１日８時間以上勤務、月２０日

勤務の正社員の職業に転職した場合

３か月前      ２か月前      １か月前     申込締切日

転職

   月１６日以上 １日６時間の労働           月２０日以上 １日８時間の労働

              （指数 ３１）                        （指数 ４０）

    ⇒指数は３９。

転職前と転職後で指数が上がる場合（３１→４０）には、指数４０から、調整指数番号２０番に基づき１点の減算

をします。
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◆ お子様の健康状況について

○ 保育園で受け入れできる児童は、集団保育が可能であることが条件になります。

○ 入園希望の児童の健康状況について、保育所入所・転園申込書にある「児童の状況」に記載していただきます。

○ 「児童の状況」の記載内容からさらにお子様の健康状況について、詳しく確認が必要となる場合があります。

その際には電話連絡または心身状況表（区の様式）により、健康状況を確認させていただきます。

●与 薬 の必 要 なお子 様 の対 応

○ 保育園では原則として薬をお預かりしていません。ただし、児童が薬の使用なしでは健康的な日常生活を過ごす

ことができない場合に限って、練馬区医師会保育園医会と練馬区保育課で定めた基準にもとづきお預かりします。

例 ： 熱性けいれん・てんかん等のけいれん予防薬、アトピー性皮膚炎・湿疹等の軟膏、その他慢性疾患（心臓病

等）の治療薬

○ 私立園は対応が異なりますので、事前に直接保育園にご相談ください。

●食 物 アレルギーのあるお子 様 の対 応

○ 食物アレルギーのために除去食を希望される方は、入園決定後、所定の用紙（主治医による食物アレルギー除

去食指示書、申請書等）での申請が必要です。入園内定後、保育園での面接時に申請書類を請求してください。

詳しくは面接時に説明します。

※ 詳細は栄養指導担当係（５９８４－５８４４）まで

○ 私立園は食物アレルギー除去食対応が異なりますので、事前に直接保育園にご相談ください。

●障 害 のあるお子 様 の保 育

【１】 障害児保育の対象

障害児保育は、障害の程度が中程度以下の集団保育が可能なお子様が対象となります。

【２】 障害児保育の定員・保育時間

区 立 各 園 3 名 まで ※
定 員

私立 各 園 により異 なる

区立 午 前 8 時 30 分 ～午 後 5 時 まで （延 長 保 育 は実 施 していません。）
保育時間

私 立 各 園 により異 なる

※ 障害児３名の枠は、定員の枠内での設定です。希望園の障害児枠に空きがあったとしても、その園の年齢

クラスの定員に空きがない場合、受け入れはできません。なお、一部保育園では２名の受け入れとなります。

【３】 申込みに必要な書類

申込みに必要な書類一式のほか、心身状況表（区の様式）と障害者手帳、愛の手帳等の障害の程度の分かる

ページのコピーの提出が必要です。（必要により診断書の提出を求める場合があります。）

【４】 その他

健康面や発達面の確認のため、事前保育（２日程度）を実施します。事前保育の結果、集団生活が困難なお

子様や、医療介護等を必要とするお子様は入園できない場合があります。

私立保育園では、各園により対応が異なります。詳細は希望の保育園にお問い合わせください。

なお、私立保育園で事前保育を行う場合、申込書の写し、心身状況表の写し等を私立保育園へ送付します。
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◆ 入 園の申 込 後の変 更 等 《次 の場 合 は、各 書 類 の提 出 が必 要 です。》

変 更 等 の内 容 必 要 な 書 類

求職中で申込みをした方が、就労した場合 ・就労証明書（区の様式）

就労の内定で申込みをした方が就労を開始した場合 ・就労開始証明書（区の様式）

申込児童を認可外保育施設等に預けた場合 ・保育室等在園証明書（区の様式）

希望する保育園を変更したい場合

住所が変わる場合

・申込内容変更届（区の様式）

家庭の状況に変動があった場合（父母の仕事が変わ

った、氏名が変わった等）

（２点の提出が必要です。）

・申込内容変更届

・状況を証明する書類（就労証明書等）

育児休業を取得中だったが、復職した場合 ・復職証明書（区の様式）

育児休業を取得・延長した場合
・育児休業取得期間証明書（区の様式）

・育児休業給付金支給決定通知書

申込後、産休を取得する場合
・母子手帳のコピー

・申込内容変更届

育児短時間勤務が終了（変更）した場合 ・育児短時間勤務終了（変更）証明書

入園（転園）の意思がなくなった場合
・保育所（入園・転園・延長保育）申込取下げ書

(取下げる旨を記載した葉書、便せんも有効)

    

※ 変更の内容が、指数・希望園に関わる場合、その月の申込締切日までに提出されたもののみ

選考に反映されます。

（締切日後に提出された場合は、翌月以降の選考で反映されます。）
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◆ 保 育 時 間 （保 育 園 で預かる時 間）

保育園名 保育時間 （下記に示す時間のうち必要な時間）

区立保育園（下記の保育園を除く）

【１歳の誕生日前日まで】

午前８時３０分～午後５時

（８時間を限度）

【１歳の誕生日から】

午前７時３０分

～午後６時３０分

豊玉第二 ・豊玉第三・向山 ・東大泉第三

南大泉・関町第二・石神井台第二・平和台

石神井町つつじ・北町・光が丘第四

光が丘第八 ・光が丘第九・光が丘第十

高野台

区

立

光が丘第六・石神井町さくら・東大泉第二（平成 24

年 4 月から）

【０歳８か月未満】

午前８時３０分～午後５時

（８時間を限度）

【０歳８か月以上】

午前７時３０分

～午後６時３０分

エンゼル・大泉にじのいろ（分園含む）

エンゼルベア石神井

【すべての実施年齢】

午前７時１５分～午後６時１５分

マーガレット（分園含む）・神の教会分園

石神井・なんこう・アスク石神井台

アスク関町北・アスク石神井まち

アスク豊玉中・アンジェリカ桜台

にじいろ保育園大泉学園

にじいろ保育園練馬中村

【すべての実施年齢】

午前７時３０分～午後６時３０分

どんぐり山

ﾍﾞﾈｯｾﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰ大泉学園

【すべての実施年齢】

午前７時００分～午後６時００分

練馬仲町・練馬和光

練馬二葉・大泉

【１歳の誕生日前日まで】

午前８時３０分～午後５時

（８時間を限度）

【１歳の誕生日から】

午前７時１５分

～午後６時１５分

私

立

神の教会・妙福寺

最勝寺みのり・平和・くりのみ

青い鳥・道灌山

【１歳の誕生日前日まで】

午前８時３０分～午後５時

（８時間を限度）

【１歳の誕生日から】

午前７時３０分

～午後６時３０分

※ 入園後、児童が保育園に慣れるまでは、保育時間は短い時間から徐々に通常の保育時間にしていきますのでご協力ください（転園

の場合も同様に行います。）

※ 保育園の休園日は、日曜日・祝・休日・年末年始（１２月２９日 ～ １月３日）です。

※ 災害の発生等非常の場合は、休園または保育時間を短縮する場合があります

※ 平成 24 年度の新設予定保育園は、別紙でご案内いたします。
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◆ 延 長 保 育 （私 立 園 については、直 接 保 育 園 へお問 い合 わせください）

【１】 対 象 となる児 童

○ 延長保育実施園の在園児、または入園・転園内定の児童です。（障害のある児童は除く。）

○ 保護者が、勤務時間・通勤時間等により延長保育の時間帯に保育できない児童です。

【２】 実 施 保 育 園 と延 長 保 育 時 間

※ 対象年齢の 1 歳（6 か月）～とは、延長保育利用の開始月の初日に１歳の誕生日（6 か月）を迎えている児童です。

※ 平成 24 年度の新設予定保育園は、別紙でご案内いたします。

保育園名 対象年齢 延長保育時間

延長保育実施園

（Ｐ.２１～２４参照）
1 歳～ 午後６時３０分  ～ 午後７時３０分区

立
区立保育園（運営業務委託園）

（Ｐ.１９、２１～２４参照）
1 歳～

午前７時００分  ～  午前７時３０分

午後６時３０分  ～  午後８時３０分

神の教会分園 6 か月～

神の教会・平和・マーガレット

マーガレット分園・妙福寺

最勝寺みのり・道灌山

1 歳～
午後６時３０分  ～ 午後７時３０分

アスク関町北・アスク石神井まち

アスク石神井台・アスク豊玉中

にじいろ保育園大泉学園

にじいろ保育園練馬中村

0 歳～
午前７時００分  ～  午前７時３０分

午後６時３０分  ～  午後８時３０分

なんこう 6 か月～
午前７時００分  ～  午前７時３０分

午後６時３０分  ～  午後７時３０分

練馬二葉・大泉・エンゼル 1 歳～

大泉にじのいろ分園 0 歳～
午後６時１５分  ～  午後７時１５分

大泉にじのいろ 0 歳～ 午後６時１５分  ～  午後８時１５分

どんぐり山

ﾍﾞﾈｯｾﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰ大泉学園
0 歳～ 午後６時００分  ～  午後８時００分

アンジェリカ桜台 0 歳～ 午後６時３０分  ～  午後８時３０分

私

立

エンゼルベア石神井 １歳～ 午後６時１５分  ～  午後７時４５分
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【３】 延 長 保 育 定 員

         

※ 区立保育園（延長保育定員がある園）については、１・２歳の定員各３名は、全体の定員２０名に対する最大の枠です。

継続利用児童の新年度への持ち上がり数によっては、募集枠が３名を下回ることがあります。

※ 平成 24 年度の新設予定保育園は、別紙でご案内いたします。

定    員
保 育 園 名  

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

区立保育園 3 3 14 20

区立保育園（運営業務委託園） （定員は設けません）

（私）神の教会 5 5 5 5 5 25

（私）神の教会分園 16 16

（私）練馬二葉 4 4 4 4 4 20

（私）平和 2 2 6 10

（私）大泉にじのいろ （産休明けから 定員は設けません）

（私）大泉にじのいろ分園 （産休明けから 定員は設けません）

（私）大泉 3 3 4 5 5 20

（私）妙福寺 20 20

（私）マーガレット 20 20

（私）マーガレット分園 14 14

（私）エンゼル 20 20

（私）最勝寺みのり 3 3 14 20

（私）道灌山 3 3 14 20

（私）どんぐり山 ・（私）アスク石神井まち

（私）アスク関町北 ・（私）アスク石神井台

（ 私 ） ﾍ ﾞ ﾈｯ ｾﾁ ｬ ｲ ﾙ ﾄ ﾞｹ ｱ ｾﾝ ﾀ ｰ 大 泉 学 園

（私）アスク豊玉中・（私）アンジェリカ桜台

（私）にじいろ保育園大泉学園

（私）にじいろ保育園練馬中村

（産休明けから 定員は設けません）

（私）なんこう ６か月以上の実施 （定員は設けません）

（私）エンゼルベア石神井 （定員は設けません）
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【４】 区 立 保 育 園 の延 長 保 育

継続利用 スポット利用

制度の内容
延長保育の申込みにより、月単位で利

用承諾の決定をするもの
１日単位で利用できるもの

申込先 保育課・各総合福祉事務所 直接保育園へ

申込締切日 Ｐ.４参照 直接保育園へお問合せください

利用枠 Ｐ.１７参照
「継続利用」の空き人数＋継続利用者の

利用がないと判断できた人数

延長保育料

（朝３０分延長）
月額 ２，０００円

１回 ２００円

（利用 10 回超えても上限 2,000 円）

延長保育料

（夕１時間延長）
月額 ４，０００円

１回 ４００円

（利用 10 回超えても上限 4,000 円）

延長保育料

（夕２時間延長）
月額 ８，０００円

１回 ８００円

（利用 10 回超えても上限 8,000 円）

【５】 私立保育園（練馬区内）と区外保育園の延長保育

※ 区外保育園に入園できた場合でも、延長保育を受けられない場合があります。

【６】 延 長 保 育 の申 込 みに必 要 な書 類 （区 立 保 育 園 の継 続 利 用 ）

１ 延長保育申込書（区の様式）

２ 父母の就労証明書など、延長保育実施時間の保育を必要とすることを証明する書類

３ 同居の親族が、お迎えができないことを証明する書類 （就労証明書等）

４ 延長保育実施時間帯に認可外保育施設に預けている場合は、保育室等在園証明書（区の様式）等

※ 申 込 書 の有 効 期 間 は、申 込 書 を提 出 した月 の６か月 後 の選 考 までです。

【７】 選 考 （区 立 保 育 園 の継 続 利 用 ）

○ 提出された書類やお迎えの状況（在園児の場合）により選考します。入園の選考とは別に延長保育の選考を行

いますので、入園できても延長保育を受けられない場合があります。

【８】 延 長 保 育 申 込 後 の変 更

○ 申込時よりも、延長保育の必要性が高くなった場合（残業時間が増えた等）は、それを証明する書類をＰ.４の締

切日までにご提出ください。

○ 申込みを取下げる場合は、延長保育申込取下げ書（区の様式）を、延長保育が必要なくなった場合は、延長保

育辞退届（区の様式）を保育課へご提出ください。（取下げる旨、辞退する旨を記載した葉書、便せんも有効。）

私立（練馬区内）保育園 区外保育園

申込方法や延長保育料に関

する問合せ先
直接保育園へ 保育園のある自治体へ

延長保育料
練馬区立保育園とは異なる

（自主事業のため）

練馬区立保育園とは異なる

（自主事業のため）

※ 区立保育園は、継続利用・スポット利用ともに生活保護受給世帯、前年分所得税と前年度住民

税が非課税の世帯は延長保育料が免除になります。

※ 私立保育園の「継続利用」と「スポット利用」については、各私立保育園にお問い合わせください。
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